
(１)　情報公開事務

決定内容

非開示

（２）　個人情報保護事務

区　　分

全部開示

部分開示

非開示

自己情報の訂正請求及び利用停止請求並びに開示決定に対する不服申立てはなかった。

　四條畷市情報公開条例に基づく行政文書の開示請求が３２件あり、そのうち全部開示が９件、部分開示が２１
件、非開示が２件であった。
　請求のあった実施機関とその内訳は、四條畷市長に対するものが２７件、四條畷市教育委員会教育長に対す
るものが３件、四條畷市選挙管理委員会委員長に対するものが１件、四條畷市固定資産評価審査委員会に対
するものが1件であった。
　　主な請求内容は、次のとおりである。

新型コロナウイルスワクチンを３回目に接種した医師の氏名が分かる書類（文書不存在のため、
非開示とした。）

　別紙「住民票の写し等交付通知書」における第三者請求に関する申請書等一式（請求者以外の
個人に関する情報については、非開示とした。）

　四條畷市個人情報保護条例に基づく自己情報の開示請求が１８件あり、そのうち全部開示が５件、部分開示
が１１件、非開示が2件であった。
　請求のあった実施機関とその内訳は、四條畷市長に対するものが18件であった。
　主な請求内容は、次のとおりである。

部分開示

　開示決定に対する審査請求はなかった。

請　　求　　内　　容　　等

　自宅の航空写真

全部開示

　四條畷市立学校の郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス（メールアドレスについては、非
開示とした。）

令和４年１月１日から令和４年４月３０日までの住居表示受付簿及び住居表示台帳（住居表示受
付簿の氏名欄については、非開示とした。）

開示請求内容等

四條畷市内の住居表示実施区域における、建物の位置及び住居番号を確認できる令和４年６月
末内容の図面資料（江瀬美町１）

固定資産税に関する住宅用地の特例（地方税法第349条の３の２及び同法第７０２条の３）を適用
するかどうかを判断するために市で使用されている公文書

平成２８年度から令和３年度における、四條畷市を所管庁とするNPO法人に対する過料事件通知
等の行政処分、報告徴収等及び行政指導の件数並びにそれらの内容がわかる資料（文書不存
在のため、非開示とした。）


